
令和 6 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,180 円 6,293 円

4,180 円 6,451 円

4,180 円 6,199 円

別添２－1

京丹波町下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 京丹波町

事 業 名 ： 簡易排水事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成９年度
（供用開始後２７年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 6.4人／ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 １処理区（上乙見処理区）

処 理 場 数 １処理場（上乙見処理場）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

現在のところ、近隣団体との具体的な協議等は行われておらず、広域化・共同化については実施していませ
ん。最適化については、今後長期的な観点から人口減少等に対応した施設の適正規模化を検討してまいり
ます。

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

毎年度の維持管理費を使用料収入によって賄う方針とし、平成17年10月に３町合併後、旧町ごとに異なって
いた料金体系を平成23年10月に水道使用量に応じた従量制（基本料金あり。）に統一して以降は、消費税率
の変更を除き現行料金まで変更はありません。具体的には10㎥までを基本料金とし11㎥以上を超過料金と
しています。（10㎥まで3,080円、11㎥から60㎥まで超過料金を110円～176円上乗せし、61㎥以上は1㎥増え
るごとに198円上乗せ。消費税10％含みます。）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料と同じです。

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

上記の水道使用量による従量制が基本ですが、井戸水等の併用の場合は、認定水量を一部適用していま
す。

令和４年度 令和４年度

令和３年度 令和３年度

令和２年度 令和２年度

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数
６人
課長（上水道事業にて予算化）---１人、課長補佐（上水道事業にて予算化）---２人、
係長---１人、主査---１人、主事---１人

事 業 運 営 組 織
上下水道課は、課長・課長補佐以下、上水道係（５人）・下水道係（３人）で構成され、下水道係では、特定環
境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業及び特定地域生活排水処
理事業を運営管理しています。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

処理場・マンホールポンプ場の運転管理業務については、本町と隣
接市の２市町で構成する船井郡衛生管理組合に業務委託していま
す。

 イ　指定管理者制度
現在において指定管理者制度を活用する施設はなく、また費用対効
果の改善も見込まれませんが、引き続き活用の方策を検討してまいり
ます。

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
現在においてＰＰＰ・ＰＦＩを活用する施設はなく、また費用対効果の改
善も見込まれませんが、引き続き活用の方策を検討してまいります。

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4 実施しておりません。

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

現在のところ活用できる状況にはありませんが、今後も引き続き活用
方法について検討してまいります。

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

「経営比較分析表」参照。

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

京丹波町人口ビジョン（平成27年11月）において、2010 年の総人口である 15,728 人から、今後の趨勢人口として 2060 年には 5,500人程
度にまで減少することが見込まれます。本町では、長期的視点から取り組むことにより、2040 年において 10,000 人程度、2060 年において 
8,100 人程度の人口規模を目指しています。
こうした町人口の減少見込みに伴い、処理区域内人口も減少していくと予測しています。

人口の減少を見込んで、有収水量は徐々に減少すると予測しています。
具体的には、令和4年度の有収水量は2,657㎥であったところ、令和15年度には2,334㎥と約12%減少すると予測しています。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

本町の簡易排水事業は、平成７年１１月に建設に着手し平成９年４月に供用開始しました。１集落１施設で、平成２９年度現在処理区内人
口が43人・水洗化率100％の処理区です。既に本事業における整備計画は完了しているため、今後は既存施設の長寿命化対策が主とな
ります。
また、「施設利用率」は、類似団体と比較し高位安定ではあるものの、高齢化が顕著な処理区であるため、今後において、転入等の新規加
入による有収水量の増加が無い限り、処理能力約50％を余したままで推移する見込みです。
以上のことから、今後の経営健全化を図るためには、施設管理に係る委託経費等の縮減工夫に努め、一層維持管理コストの低減を図ると
共に、使用料収入の増加につながる、転入促進等の活性化施策を全町一体となって推進する必要があります。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標

施設の長寿命化及び更新の平準化

本町の現状を勘案し、経済的耐用年数の1.5倍を物理的耐用年数として算定したものを採用しています。本計画策定時点で既に物理的耐
用年数到来済の資産については、即時の再投資が困難なため、将来の一定年数にわたって平準化した金額により再投資するものとして
います。

目 標

他会計繰入金による収支均衡、投資抑制による財源確保

国庫補助金の受領が見込める事業については、国庫補助金を見込み、不足部分は企業債の発行を想定しています。また、本町では人口
減少等による使用料の減収や、償還金の増加が見込まれますが、これによる収支不足については他会計繰入金により収支均衡を図る計
画としています。
なお、支出抑制の観点からは適切な規模に投資を抑えることで財務状況の改善を図っています。

投資以外の経費については日常的な業務執行の中で削減に努めています。
動力費など、有収水量による変動が見込まれる経費については、有収水量に比例して支出額が変動する想定としています。
それ以外の経費については、将来においても現状と同じ水準の支出としています。

下水道使用料については、人口の減少を見込んで徐々に減少していく見通しとなっています。
具体的には、令和4年度の下水道使用料は760千円であったところ、令和15年度には648千円と約15%減少すると予測しています。

施設機器の老朽化が進んでいることから、適正な時期に更新をしてまいります。

現在のところ検討はしていません。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項
現在のところ、具体的な広域化・共同化・最適化の議論はなされていません。 全部共同
または事務の一部の共同化等により利益を享受できる方策を引き続き検討してまいりま
す。

投資の平準化に関する事項
下水道施設の整備は一定の段階に達しその施設は比較的新しいですが、引き続き平準
化の方策を検討してまいります。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

現在においてＰＰＰ・ＰＦＩを活用する施設はなく、また費用対効果の改善も見込まれませ
んが、引き続き活用の方策を検討してまいります。

その他の取組 その他の事項についても必要に応じて検討してまいります。

使用料の見直しに関する事項
住民の適切な負担水準や必要な財源を総合的に勘案し、使用料改定の検討をしてまい
ります。

資産活用による収入増加
の取組について

現在においてＰＰＰ・ＰＦＩを活用する施設はなく、また費用対効果の改善も見込まれませ
んが、引き続き活用の方策を検討してまいります。

その他の取組
財源についての検討は上記のとおりですが、その他の事項についても必要に応じて検
討してまいります。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

現在において民間活力を指定管理、ＰＰＰ・ＰＦＩなどの形で活用する施設はなく、また費用対効果の改
善も見込まれませんが、引き続き活用の方策を検討してまいります。

職員給与費に関する事項 本町の給与制度によるところとしています。

動力費に関する事項
動力費は供給単価を左右しますので、動力使用量が適切な水準で推移するよう引き続き検討してまい
ります。

薬品費に関する事項 薬品費は処理場に係る運転管理業務中の保守点検委託料に含めています。

修繕費に関する事項
今後、施設設備の経年劣化により修繕費は増加が見込まれますが、ライフサイクルコストの検討や低
コスト技術の導入により修繕費の削減に努めます。

委託費に関する事項
本町簡易排水事業における委託費は、全費用の50％近くを占めており、重要な費用項目です。競争入
札などにより削減に努めているところですが、今後も継続的に改善を行ってまいります。

その他の取組
費用についての検討は上記のとおりですが、その他の事項についても必要に応じて検討してまいりま
す。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

今回検討した経営分析や収支計画について、計画数値と実績数値との比較を行い、計画との乖
離を把握します。また、趨勢分析や他団体比較分析を行い本町事業の特徴をつかむとともに、５
年ごとの中期スパンでより深度のある経営分析・戦略再検討を行います。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度
令和4年度
（2022年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
１． (A) 760 742 731 719 710 700 691 682 672 664 656 648
(1) 760 742 731 719 710 700 691 682 672 664 656 648
(2) (B)
(3)

２． 1,067 4,260 4,260 4,261 4,263 4,328 4,398 4,469 4,539 4,610 5,680 5,751
(1) 1,067 3,016 3,016 3,017 3,020 3,025 3,030 3,035 3,040 3,045 4,050 4,055

1,067 3,016 3,016 3,017 3,020 3,025 3,030 3,035 3,040 3,045 4,050 4,055

(2) 1,244 1,244 1,244 1,243 1,303 1,368 1,434 1,499 1,565 1,630 1,696
(3)

(C) 1,827 5,002 4,990 4,980 4,972 5,028 5,089 5,150 5,211 5,274 6,336 6,398
１． 1,785 4,265 4,261 4,258 4,293 4,445 4,606 4,767 4,927 5,089 5,250 5,411
(1) 605 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

605 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

(2) 1,180 1,620 1,616 1,613 1,610 1,607 1,604 1,601 1,598 1,595 1,593 1,590
228 230 226 223 220 217 214 211 208 205 203 200

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854
98 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452

(3) 1,605 1,605 1,605 1,643 1,799 1,962 2,126 2,289 2,453 2,617 2,780
２． 11 29 47 65 83 101 118 134 150
(1) 11 29 47 65 83 101 118 134 150
(2)

(D) 1,785 4,265 4,261 4,269 4,322 4,492 4,671 4,850 5,028 5,207 5,384 5,561
(E) 42 737 729 711 651 536 418 301 183 67 952 838
(F)
(G)
(H)

42 737 729 711 651 536 418 301 183 67 952 838

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
委 託 料
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

令和7年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

令和12年度
（2030年度）

令和13年度
（2031年度）

令和14年度
（2032年度）

令和15年度
（2033年度）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年　　　　　度
令和4年度
（2022年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ）

１． 1,132 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

２．

３．

４．

５．

６． 755 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

７．

８．

９．

(A) 1,887 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

(B)

(C) 1,887 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

１． 1,887 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

２． 38 98 158 218

３．

４．

５．

(D) 1,887 3,000 3,000 3,000 3,000 3,038 3,098 3,158 3,218

(E) 38 98 158 218

１． 38 98 158 218

２．

３．

４．

(F) 38 98 158 218

(G)

(H) 1,132 2,932 4,732 6,532 8,332 10,095 11,797 13,439 15,021

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度
令和4年度
（2022年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ）

1,067 3,016 3,016 3,017 3,020 3,025 3,030 3,035 3,040 3,045 4,050 4,055

16 16 17 20 25 30 35 40 45 50 55

1,067 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000

1,067 3,016 3,016 3,017 3,020 3,025 3,030 3,035 3,040 3,045 4,050 4,055

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

令和7年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

令和12年度
（2030年度）

令和13年度
（2031年度）

令和14年度
（2032年度）

令和15年度
（2033年度）

補

塡

財

源

令和5年度
（2023年度）

令和6年度
（2024年度）

令和7年度
（2025年度）

令和8年度
（2026年度）

令和9年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

令和11年度
（2029年度）

令和12年度
（2030年度）

令和13年度
（2031年度）

令和14年度
（2032年度）

令和15年度
（2033年度）

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出


